
令和7年 7月1日

古紙等資源回収事業費補助金について

住民生活課

町では、古紙等を集団で回収し資源回収業者に売却した町内会・PTA・子供会・シニア 
クラブ・その他町長が認めた団体に補助金を交付しています。

【補助対象回収品自】

・古紙(新聞紙・ダンボール・雑誌・紙パック)、古布(古着)

［補助金の額】

回収した古紙等の重量 I キログラムにつき4円 (10円未満切捨て) .

【申請方法】

• 補助金の交付を受けようとする団体は、資源回収実施前に団体届出書(様式第1
号) を提出 してください。ﾡ体屋出査は年度ごとに握出が必雲てす。

［申請書の受付期間］

令和8年3月31日まて

※予算がなくなり次第、受付終了となります。あらかじめご了承ください。

【問合せ •書類提出先】 役場住民生活課生活環境係 電話:0538-85-6314

税務課

町税等の納期について(7月分)
・ 固定資産税 第2期

・ 国民健康保険税 (普通徴収) 第1期

納期限 7月31日(木)までに 納めてください。

※ 口座振替の場合、納期限の日に引き落としされます。

納期限をお間違えのないように、口座残高のご確認をお願いします。
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省エネ家電買替購入費補助金について
住民生活課

I 申請てきる方(次の全てを満たしている方)

( I) 町内在住の方

(2)町税等を滞納してない方(同一世帯の方を含む。)

(3) 国、地方公共団体等の公的機関から同種の補助金等の交付を受けていない方

2 補助の条件

(I) 新品を販売業者から購人すること (インターネッ ト等通信販売購入は対象外)・

(2) 対象購人期間 : 4月 I 5日(火)〜12月 31 日 (水)

(3) 旧家電製品から対象省エネ家電への買替えて申請者が買替えて使う ものに限 

る。

(4)同一世帯で1 回限り

3 補助の金額. 省エネ家電製品本体購人税抜価格の I/3以内かっ上限5万円

4 補助金対象省エネ家電(各目標年度の省エネ基準達成率がI00%以上に限る。)

(I) エアコン (目標年度2027年度) 

( 2) 冷蔵庫 (目 様年度202 ( 年度) 

( 3) 冷凍庫 ( 目 様年度 202 i 年度) 

(4) テレビ (目標年度 2026 年度)

( 5 )LED 照明器具 (目標年度 2020 年度)

(6) 電子レンジ (目標年度2008年度)

(7) 炊飯ジャー (目標年度2008年度)

*対象家電に よって 目標年度が異な り ま す。購人の際は ご注意 ください。

*LED照明器具については、蛍光官や白熱電球からの買替のみが対象です。

5 申請書類(申請者・使用者・請求者は同一人となります。)

(I ) 補助金交付申請音

(2)領収書の写し

(3) メーカー保証書の写し(販売店名の記載があること。)

(4) 家電リサイクル券の写し(照明器具、レンジ及び炊飯ジャーは交換前の写真)

(5)買替え後の省エネ家電の設置の確認のてきる写真 .

( 6) 省エネ基準達成率 (00% 以上である こ と が分かる書類の写 し (カ タ ロ グ可)

6 申請期間 令和 8年 I 月 30 日(金)まて

*受付期間内ても、予算に達した時点で受付け終了 となり ます。
, ・ 、 ・

7 申請方法 上記「5申請者類」をそろえて、住民生活課生活環境係へ直接提出ヌは郵送

郵送の場合は、令和8年|月30日着

8 申請窓口 ・ 問合せ先

森町住民生活課 生活環境係

電話 : 0538-85-6314 詳しくはこちらから

2



資源ごみ拠点回の知らせ

(住民生活課)

家庭から排出される資源ごみは、各町内会等地域での収集を原則としま 

すが、役場別館横でも回収しています。7月から回収時間が変わります。

変更前:9時30 分から12時00まで→変更後:8時30 分から 10時30 分まで

対象者
町内に在住の方 -

個人事業主等の事業によって排出されたものは対象外です。

回収日時

7月は 12日・26日 回収時間が早まります 

午前8時30分〜午前1 ○時30分

回収品 目 びん・ペットボトル・プラスチック容器包装・製品プラスチック

回収場所 役場別館住民生活課横(本庁舎北側>

出し方

①
地域の資源ごみ回収と同じように分別してコンテナ等に入れてくだ 

さい。

②
汚れがひどいごみや、割れてしまったびん等は資源ごみとして回収 

することができません。「がれき類」や「燃やせるごみ」として、地域 

の回収日に出してください。

3
ごみの分別方法については、各世帯に配布した「資源ごみ・埋立ご 

み分別表」を参考にしてください。

注意事項

①
回収物は、町内の家庭から出た資源ごみに限ります。

事業所(個人事業主を含む)から出たごみは回収できません。

② 回収場所では、作業員の指示に従ってください。

③
雨天時でも実施しますが、台風等の悪天候で中止となる場合があ 

ります。 .

④ 開始時刻から 1 時間程度は大変混雑しますので、時間帯 

をずらしてお越しください。

⑤・ 駐車場内での事故については、一切責任を持ちません。

⑥
回収時間を厳守してください。開始時間より前には回収し

ません。

*問合せ先:生活環境係 電話:85-6314
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国民年金保険料の免除・納付ﾡ予制度と 

学生納付特例について 主民生活課 
・・.

国民年金保険料の納付が困難な場合、次のとおり申請により保険料の納付が免除 ・ 

ﾡ予となる制度があります。

①「保険料免除制度」...納付が困難な方。天災・失業等の理由以外は、前年所得に 

より判定ざれます。免除の期間は、年金の受給資格に必要 
な期間として数えることができますが、免除の期間に応じ 

て、将来の受給金額が減額されます。 ,
②「納付ﾡ予制度」...納期限のﾡ予を希望する方。50歳未満の方が対象で、 

, 本人と配偶者の前年所得により判定されます。

③「学生納付特例制度」...20歳以上の学生が対象で、申請により、在学中の保険 
料が免除またはﾡ予される制度です。
ﾡ予された保険料は後払いすることができます。

免除制度の上記番号 対 象期間 受付期間

① ② 令和7年7月～令和8年6月 令和7年7月から

③ 令和7年4月～令和8年3月 令和7年4月から

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、下記問合せ先までご相談ください。

<申請に必要な持ち物>
・ 基礎年金番号が分かるもの (年金手帳 ・ 基礎年金番号通知書など)

・ 学生納付特例を申請する方は、学生証等在学が証明できるもの
・ 失業により免除を申請する方は、雇用保険受給資格者証又は離職票

<提出先・問合せ先>
日本年金機構掛川年金事務所 公 0537-21-5524
役場 住民生活課 国保年金係 公 85-6313

定例年金相談所開設

@と き 7月9日 (水)10時O0分～15時O0分(12時〜13時を除く)

©ところ 森町保健福祉センター 1階 相談室3
②持ち物 年金手帳または基礎年金番号通知書(年金受給者は年金証書)

※ 代理の場合は委任状

掛川年金事務所による定例年金相談を、森町保健福祉センターで行います。厚生年金及び 

国民年金についてご相談のある方は、前日までに掛川年金事務所に電話でご予約ください。

,※ 定例年金相談は、予約制です。予約先 : 掛川年金事務所 公 0537-21 -5524
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わが家の耐震化について 定住推進課

町では、大地震による建物等の倒壊に備え、命と財産を守るための補助制度を設けています。

1 わが家の専門家診断事業 (無料)

町から専門家を派遣し、無料で耐震診断を行います。

対象 以下の2つを満たしていること。

○ 昭和56年5月以前に建築された木造住宅である。

○ 当該診断を、まだ受けたことがない住宅である。

木造住宅の耐震改修事業 (補強計画一体型)

補強計画の策定 と 計画に基づいた耐震改修工事を実施 します。

対象 以下のすべてを満た していること。

○ 昭和56年5月以前に建築された木造住宅である。

○ 耐震評点が1.0未満のものを0.3以上あげ、1.0以上にする補強工事である。

O 「静岡県耐震診断補強相談士」が作成 した補強計画に基づき行われる補強工事である。

補助金額 条件 ・注意点

○ 一般世帯 :上限12 0万円 ○工事期間中、宣伝等を行うこと。

○ 高齢者等世帯 :上限140万円 ○補強計画の策定のみを行 う ことはできま 

せん。

※高齢者等世帯とは、以下の4つのどれかに当てはまる世帯を指します。

・ 65 歳以上の方のみの世帯

・ 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が1級又は2級の方がいる世帯

・介護保険法による要介護又は要支援認定を受けている方がいる世帯

・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯

\

ノ

申込み ・ 問合せなどは定住推進課へお願いします。

【問合先】定住推進課 住まい支援係 電話85-6321
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森町選挙管理委員会 (総務課)

7月20日(日)は
第27回参議院議員通常選挙の投票日 です

◆投票日当日の投票時間 午前7時～午後8時

◆投票できる人

・選挙期日において満18歳以上 (平成19年7月21日以前の生まれ) の日本国民

・令和7年4月2日以前から森町に住んでいて、選挙人名簿に登録されている人 ,

◆投票所と入場券

・投票所入場券に記された投票所を確認の上、自分の名前の書かれた部分を切り離 

して、投票所にお出かけください。

・ 入場券がなくても投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

・選挙公報は、新聞折り込み又は公共施設に備え付けますのでご利用ください。

◆期日前投票

投票日当日に仕事や旅行などで投票できない人は、期日前投票ができます。

・期 間:7月4日(金) ～7月19日(土)の毎日(土・日も投票できます)

・時 間:午前8時30分〜午後8時
・場 所:森町町民生活センター1階(森町役場敷地内)

. ※入場券の裏面に「宣誓書」の様式が印刷されています。期日前投票を利用され 

る方は、あらかじめ宣誓書に氏名を記入して投票所にお持ちください。

◆投票所

◆問合せ先 森町選挙管理委員会(役場総務課) 電話85-6300

投票区 投票所の場所 区域

第1 三倉総合センター (森町森林組合事務所・隣) 三倉地区

第2 大鳥居公民館 (大鳥居町内会 ・ 地区集会場) 天方地区

第3
森町保健福祉センター (袋井消防署森分署 ・ 向側)

※7月20日は望月プラザ (もりの湯)、児童館は臨時休館します。
森地区北部

第4 森町町民生活センター (森町役場敷地内) 森地区南部

第5 一宮総合センター (一宮幼稚園・北) 一宮地区

第6 園田総合センター (園田地区コミュニティ防災センター) 園田地区•

第7 飯田総合センター (飯田地区コミュニティ防災センター) 飯田地区

未来へと つなくタスキはこの一票

6



町職員『保健師』募集の ご案内
(総 務 課)

町職員を次のとおり募集します。 '

1 職種 . 採用予定数 . 受験資格

職種 採用予定数 主な受験資格 採用日

保健師 1人 ・ 平成2年4月2日以降に生まれた方

•保健師資格を有する方

令和7年11月1日

または 応相談

保健師 1人 ・ 平成2年4月2日以降に生まれた方

・令和8年3月までに保健師資格を取 

得または取得見込みの方

令和8年4月 1 日

2 第1次試験日・会場

3 第2次試験日・会場

4試験申込受付期限

5 試験申込方法

6問合せ先

令和7年8月24日 (日) 森町町民生活センター

令和7年9月21日 (日) 森町町民生活センター

令和7年8月1 1日 (月・祝)まで

試験のお申込み ・詳細はこちら

(森町職員数集ページ)

総務課職員係 電話 0538-85-6301

※ 次に該当する方は、受験できません。

① 日本国籍を有しない方 ② 地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方

------------------ :—— 地方公務員法第1 6条 (抜粋) ------ ------------------

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争 
試験若 し くは選考を受ける こ と ができない。
(1) 禁ﾡ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの 
者

(2) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) (略)1
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ 

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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福祉課
精神障がい者及び家族等の経済的負担を軽減するために、医療費の助成を行つています。

対象者: 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症等の精神疾患のため、

医療保護入院又は任意入院により1か月以上ﾡはて込入威し左忘
【なお、以下のような場合は該当しません】

・ 後期高齢者医療制度対象者

・ 重度心身障害者医療費助成制度を受けている方 ■

・ひとり親家庭等医療費助成制度を受けている方

・ こども医療費助成制度を受けている方

・生活保護を受けている方 、

・他市区町村において以上の助成と同様の助成を受けることができる方

助成内容 : 入院期間が引き続き1か月を超えた白の属する月から退院日の属する月まで

月額 10,000 円を限度に助成 します。

受付場所 :役場福祉課 (森町保健福祉センター内) '

受付期間 :随 時 ・

持ち物: 病院で発行された入院医療費領収書、振り込み口座のわかるもの

☆詳しくは、地域福祉係 TEL85-1800まで、お問合せください。

「.で違2参てららてなき
相談無料 

要予約 

日時

不安や困難さを感じている方、、I

) 相談会 (ダペツ
7月188(金)13 : 30～15 : 30

会場 森町保健福祉センター 相談室
( お申込み ・ お問合せ )

森町社会福祉協議会 お玉話または窓○で受付 、
・) nrっ。 Or rc。 /当Bでも対応可能なこともあります

・りコ38-dコー3(Oジ I まずはお電話ください
受付時間 :平B9:00〜17:00

共催: 静岡県 ・東遠学園組合 ・ 森町福祉課
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県西部 3市1町 (磐田市・ 袋井市・ 湖西市・ 森町)共催 森町社会福祉社協会

市民後見人候補者養成講座 
【事前説明会の参加者を募集】

電 本議座を受議するためには、この説明会への参加が必須となります。

◆日 時 令和7年 7月29日(火) 午後1時30分～午後3時30分

♦ 会 場 磐田市総合健康福祉会館 ri プラザ」2 階 ふれあい交流室

◆対 象 町内在住または在動で、市民後見人の活動に興味のある20歳以上の方

♦ 定 員 10人程度

、ムi垂 ※説明会への参加は無料ですが、ﾡ座を受騎される場合は、テキスト代の
* 同口典 痛科 個人負担があります。

♦ 内 容 (1) 講演「成年後見制度利用の状況と市民後見人の役割」

講師：静岡県社会福祉協議会 権利擁護課長 海野芳隆 氏

(2) 講座説明 養成講座の日程、内容、受講申込方法などについて

♦ 申 込 7月22日(火)までに申し込み

① (電話) 森町役場福祉課地域福祉係 TE0538-85-1800

または

森町社会福祉協議会 TL0538-85-5769

② (QR)右記のQRコードを読み取り mにrrッr

成年ﾡ見制ﾡは、認知症や知的 ・ 精神障がい等で判断能力が十分でない方の意思を尊重し、 

生活に必要な契約行為等の代理や財産管理等を支援する制度です。

市民後見んは、親族でも弁護士等の専門職でもないが、社会貢献への意欲や倫理感が高く、 

成年後見制度に関する一定の知識 ・ 態度を身につけた市民のことです。
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«参加者募集»
森町社会福祉協議会

初めての 手話 体験講座
聴覚障がいのある方のコミュニケーションの方法として手話があります。 

手話の成り立ちを理解すると、楽しみながら覚えることができます。

手話を体験してみませんか。

時
師
象
日期込

日

対

申

8月2日(土) 午前10時～12時 
三木の里手話サークル 

手話に興味のある方

7月28日(月)

初めての点字体験講座
視覚障がい者への情報提供の方法として「点字」があります。, 

点字は、普通の文字 (墨字) を点字に変換 (点訳) する作業が必要です。

講座では、初めての方でも親しみやすいように、点訳絵はがきを製作します。
楽 しく 点字の仕組みや打ち方を学びます。 (

時
師
象
物
日

ち̂ 

日
講
対
持
申

8月16日(土) 午前10時～12時
点字サークル やまぼうし

点字、点訳に興味のある方

ハサミ

8月1日(金)

* この講座は、中高生ボラ ンテ イ ア体験入門講座と同時開催になり ます。

埸
員
費
法

ロ
ザ 

会
定

森町保健福祉センター 2階 機能回復訓練室 

各講座5名程度

電話 もしくは 下記QRコードから申し込み

)

>
ノ

申込み・お問合せ先

森町社会福祉協議会公0538-85-5769
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・ 夏といえば水遊び ! ・

や でも準備が大変 ・・ まだ水遊びをやったことがない・・ なんてお悩みも解決。 ○

や ちょっぴり水をさわるのもOK。全身で水遊びを楽しむのもOKです。 ©

◆ ぜひ気軽に遊びにきてください ! ・

o 7月15日(火) 7月22日(火) /事談、 O
o 7月24日(木) 7月30日(水) 親子対象) o
・ ・各日 10:00～11:30------/ ・
2 場所 森町保健福祉ゼンター 中庭 ナ天候により中止 2
・ 持ち物 水筒・着替え・タオル ・

O 服装 水着または濡れても良い服 ・帽子 ・ サンダル O
o 大人の方もお子さんに付き添えるよう浦れても大丈夫なように o 
・ 準備をお願いします。 問合せ 森町児童館 ・

9 **a不事で*はuひにeてくEさい 品?番 9
,。G,③。G,。e@

荷+a°。i--ニニ=一

二 「ﾡてみようIﾡ龍、ﾡ稚圏の3と」
・・・"

I なんとなくわかっているつもりだけど... 実は良くわからない、保育園、幼稚園のこと。
ル ライフスタイルに合った園選びの参考になります 。

児童館

日時:令和7年8月1日(金) 午前10時～午前11時

講師:森町役場 健康こども課 安田 悠孝 氏 

平出麻子氏

対象:O歳から未就学児の保護者・妊娠中の方 

(お子さんを連れて参加OK)
要申込み ※申込み多数の場合は締め切らせていただきます。

場所:森町保健福祉センター 2階 機能回復訓練室

セミナー終了後に

先着9名

個別相談もできます。

申込み： 7月 6日(日)～ 7月25日(金) ☆電話可 

申込み・問合せ 森町子育て支援センター(森町児童館併設)

電話 ¢0538) 85-2839 休館日 月曜日・祝日

11



読み聞かせ会のお知らせ
森町立図書館

下記のとおり 読み聞かせ会 を開催します。

申込みは不要です。皆様のご参加をお待ちしています。

象
み 

日

場

対

読

時
所
者

7月20日(日)10:30～11:00
図書館内 えほんコーナー

どなたでもご参加いただけます
かせ協力:おはなしぶらんこ

個 森町立図書館 85-1113

9: 00〜17 : 00水曜のみ 19： 00 まで 月曜休館

※月曜が祝日の場合はツ曜日以降の平日が休館日です。

文化講演会のお知らせ

5月はこんなお話を読みました

「紙しばい おむすびころりん」

「コアラコアラやってきて」

「はらぺこあおむし」「おじさんのかさ」

社会教育課

「私にとっての
遠州森町とは?」

時
場
師
催 

日
会
講
共

令和7年7月26日(土)午後1 時30分～

森町文化会館 大ホール(入場無料) 

村松 友視氏 (作家)

森町教育委員会・森町文化協会・森町歴史伝統文化保存会

村松友ﾡ氏は「時代屋の女房」で第 87 回直木賞をﾡ賞し、ﾡ画化もされて話題に 
ないました。森町飯田出身の作家・村松ﾡ風氏の孫で、幼期を森町で過ごしまし 

た。森町に間わる興味深深い赤話をﾡけることと思います。ぜひご来場くださいI

お問合せ
教育委員会社会教育課文化振興係 

@ 85-1112

12



元気もりもりスポーツ教室 参加者募集

森町教育委員会 ・ 森町スポーツ推進委員会

小学生からお年寄りの方までいろいろなスポーツで大いに遊んでみませんか?
簡単なルールで誰でもできる、手軽なスポーツをスポーツ推進委員が丁寧に指導 

します。夏の思い出に、ご家族でお誘い合わせのうえ気軽に参加してみましょう !

1 . 開催日:8月8日 (金) 、
2.時 間:19:30〜21:00
3 .会 場: 森町総合体育館
4 . 募集人員:小学生以上の町内在住者

50人以内
5 . 競技種目 : ボッチャ、ラダーゲッター、 

バスケッ トビンゴなど(予定)

6 .参加料:1人 200円 (保険料等) 
当日受付にて集金します。

7 .服 装:運動のできる服装
8 . 持ち物: ①体育館シューズ

②水分補給用飲み物

9 . 申込期限 :8月1日(金) ・
10. 申込み方法:

電話又はW E B 申請にてお申 し込み くださ い。
森町総合体育館 TE85-4191

(休館日は火曜日。但し火曜日が祝日の場合は翌日)

! 上下水道課からのお願い I上下水道課

i・ 電話番号が変わ っていませんか ?
; 日 中 に連絡が取 りやすい電話番号の登録を お願い します。 .
: 漏水の疑いによる料金増加など、重要なお知らせをお伝えします。

i 電話番号の変更や固定電話解約時に は、お手続き をお願い します。

i・ご自宅の水道メーターの場所をご存じですか?
; 敷地内の地面(メーターボックスの中) に水道メーターがあります。

: 草が繁茂している、物の下敷きになっている、というような状態は、

i 故障や検針が困難となる原因につながります。

: 場所を把握し、日頃から適切な管理をお願いします。

【 問合せ 上下水道課 上水道管理係 電話0538-85-6326

13



回覧

会計年度任用職員を募集します,

住民生活課・総務課

会計年度任用職員とは、行政事務の補助等を行う 1 会計年度(4月 1 日 ～翌年3月 31

日)を任期とする非常勤の公務員です。

町では、以下のとおり事務補助職の会計年度任用職員を募集します。

1 勤務地 森町役場 住民生活課

2
勤務日

勤務時間

月曜日〜金曜日(週5日)

8時 30 分〜1 6時30 分 (うち休憩 60分)

※士・日・祝日・年末年始は休み

3 基本給

月額157,612円

(別途、条例に基づき、通勤費・期末手当・勤勉手当・時間外勤務報酬 

を支給します。)

4 任用期間
令和7年8月 1 日～令和8年3月31 日

(※採用から1 か月間は条件付採用期間となります。)

5 業務内容
マイナンバーカード関連業務、窓口・電話対応、

証明書発行、届出受付、データ入力、書類整理等

6 必要な資格 なし

7 募集期間 令和7年7月11 日(金)まで

8 募集人数 1人

9 申込方法

(1)又は(2)のいずれかの方法でお申し込みください。

(1 ) 森町ホームページから会計年度任用職員申込書をダウンロー 

ドの上、住民生活課へ提出する。

(提出先:〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1)
(2) パブリックコネクトから応募する| 口*ス3回 |

10 問合せ先

(1)業務内容等について

→住民生活課住民係(電話:85-6312)
(2)勤務条件・保険等について

→総務課職員係(電話:85-6301)



回覧

危機管理課

事務連絡
令和7年7月 1 日

町民の皆様

袋井市森町広域行政組合

• 袋井消防署森分署

分署長 村松 俊 明

静岡県消防防災航空隊との合同訓練実施について(お知らせ)

時下、皆様におかれましてはますますご清栄のこと とお喜び申 し上げます。

また、平素より当消防本部の消防行政につきまして、格別のご高配を賜りお礼申し上 

げます。

さて、袋井消防署森分署は、静岡県消防防災航空隊との連携強化を目的に次のとおり 

合同訓練 (ヘリコプターによる救出救助訓練)を実施いたします。近隣にお住いの皆様 

方には、ご理解とご協力をお願いいたします。

1 訓練日時 令和7年7月'15日 (火)午前9時00分から午前11時00分頃まで

※予備日 令和7年7月17日 (木)上記の時間同様

2 訓練 場所 町民の森ロマンの丘及び太田川親水公園

3訓練内容.静岡県消防防災航空隊との合同救助訓練 .

4その他 訓練中は町民の森ロマンの丘付近及び太田川親水公園の使用を一部制

限させていただきます。なお、災害発生時、悪天候等の場合は訓練を

中止いたします。

電 話 : 0538-85-0119

担 当 : 袋井消防署森分署 (山田 ・ 内藤)

E-mail : shobo-m@city. fukuroi. shizuoka.jp

shizuoka.jp


回覧

戦没者等のご遺族のみなさまへ

第12 回特別用慰金

戦没者等の族にﾡする特別艦金のご案内

国 (厚生労働省) では、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊 

い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺 

族に特別ﾡ慰金を支給します。

-O 対象者となるご遺族は、戦没者等の死亡当時、生計同一のご遺族です。

令和7年4月1 日時点で、恩給法による公務扶助料や遺族年金等の受給権 

者がいない遺族のうち、最も先順位のご遺族のお一人。

○ 支給の順位

1 弔慰金の受給権を取得した方

2 戦投者等の子

3戦投者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

4 甥、姪等で、戦殺没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し

ていた方

○ 支給内容 5 年償還の記名 国債(額面 27. 5 万円)

O 請求期間 令和7年4月1日～令和10年3月31日

○ 請求書類 福祉課窓口 にて配布 しています。

○ 請求窓口 福祉課地域福祉係 (森町保健福祉センター内)

問福祉課地域福祉係 電話 85-1800



参加無料

「事例でわかる成年後見制

〜母の介護に まつわるエピ ソー ドをもとに

制度についてやさしくわかりやすく解説します〜.
「制度について学び、制度利用の検討や選択ができる

ように一緒に学んでみましょう !」

認知症 ・ 知的障害 ・精神障がいなどにより日常 

の生活において判断が困難な方の権利と財産を 

守る制度です。

わたなべてつお

講師 :渡辺 哲雄氏

日本福祉大学中央福祉専門学校特別顧問

等 日時: 令和 7年9 月24 日(水)13 : 30～15 : 30
会場 :森町保健福祉センター2階 機能回復訓練室

申込方法

※①～@のいずれかで問い合わせ先までお申込みください 

①右のQRコード

②申込書 (裏面) の提出

③FAX
③電話

※申込書は窓口にあります

争 問合せ 森町成年後見制度サポート センター (森町社会福祉協議会内)

〒437-0215 周智郡森町森50-1 (森町保健福祉センター内)

電話: 0538-85-5769 FAX: 0538-85-1294 A
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事長を経て 現在日木

福祉大学中央福祉専門学校特別顧問、菰野 

町社会福祉協議会法人後見委員会副委員長 

を務める。中日新聞社発行「老いの風景」

______________________ I認知症ストーリー・ケア」、エッセー集

「忙中漢和」をはじめ若書多数

講師紹介

. . .. .. 受講申込書 ........ ........
森町成年後見制度サポートセンター宛

(送信票は不要) fax:0538-85-1294

氏名

\ 1

住所

所属

(該当するものに認)
口福祉事業所 口民生委員 □町民

連絡先 

□自宅. 

口勤務先

TEL

締切り9月19日 (金)
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次のいあれかに該当ある方はとおたでも出店できまあ

・森の民の方

・商互会呂の方

・森町でいている方

ﾡ合せ 森 3ヒトラ市実行再曷含 森6商互会内(Oら38)8ら-つ|26


